
 

 

                                 

 

  

【報告】令和４年度兵庫県予算に対する提案・要望について 

（経済観光局関係分） 

新型コロナウイルス
感 染 症 対 策 項 目 
兵庫県予算に対する提案･要望
神 ⼾ 市
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新型コロナウイルス感染症対策項目 

 

Ⅱ. 神⼾経済への影響を踏まえた⽀援策の充実 
»企画県⺠部、産業労働部 

１）市内事業者の実情を踏まえた⽀援策の実施 

  国の臨時交付金を活用した市内事業者の実情を踏まえた⽀援策の実施 

・事業者への⽀援は、広域的な観点から取り組むことがより効率的であるとする国
の方針により、臨時交付金の対象は大部分が都道府県のみとされている中におい
ても、市内事業者の実情を踏まえた上で⽀援策を実施すること 

２）地域の雇用維持と事業継続及び地域経済の活性化に対する⽀援 

  コロナ禍において打撃を受けた市内中小企業等の雇用維持・事業継続 
を下⽀えするきめ細やかな⽀援 

  消費喚起・販路開拓・新事業展開等ポスト・コロナを⾒据えた神⼾経済 
 の回復への⽀援 

３）観光振興への⽀援 

  県内各自治体や事業者等との連携による広域プロモーションの強化や 
   観光関連事業者の事業継続に向けた⽀援策の実施 
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重 点 項 目 
兵庫県予算に対する提案･要望
神 ⼾ 市
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Ⅱ. まちの活力の創出 
 

 

Ⅱ-６. 六甲山を活用した賑わいの創出 
 »企画県⺠部、産業労働部、農政環境部、県⼟整備部 

１）遊休施設利活用による賑わいの推進 

  県市協調による遊休施設利活用促進補助等の継続 

  賑わいや景観を損なう老朽化した廃屋の解体に対する財政⽀援の拡充 

２）国立公園六甲山の実情に応じた各種行為に対する許可基準の緩和 

  国立公園内の各種行為に対する許可基準の緩和、実情に応じた柔軟な運
用に向けた国への働きかけ 

・六甲山における⺠間投資の促進を図るため、自然公園法施行規則第 11 条に定め
られている「建築物の高さ基準 13ｍ以下」、「建築面積 2,000 ㎡以下」、「主要道路
からの壁面後退距離 20ｍ以上」の許可基準の緩和、実情を勘案した柔軟な運用を
行うこと 
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Ⅲ．安全・安心なまちづくりの推進 

 

Ⅲ-１. 防災対策の推進 
»農政環境部、県⼟整備部 

３）ため池の防災対策の推進 

  防災重点農業用ため池の整備事業の推進 

・防災重点農業用ため池に係る防災工事等の整備に関する特別措置法に基づき、令
和３年３月に策定された「防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画」の
着実な事業推進に向けて、必要な事業費を確保すること 

・防災重点農業用ため池の整備を効率的に加速させるために、防災重点農業用ため
池緊急整備事業について、調査計画は市、設計工事は県となっている役割分担を
⾒直し、国補助事業の採択申請を行う県が一括して事業主体として行うこと 

 
 
 
 
 
 
 

-7-



 

 

                                         

そ の 他 項 目 
兵庫県予算に対する提案･要望
神 ⼾ 市
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Ⅰ. まちの活力の創出 
»産業労働部、農政環境部、神⼾県⺠センター 

６）「神⼾ルミナリエ」の財政⽀援の継続 

  阪神・淡路大震災犠牲者の鎮魂と大震災の記憶を永く後世に語り継ぐた
めに開催する「神⼾ルミナリエ」の財政⽀援の継続 

 

７）地場産業の振興 

  神⼾の地場産業強化に対する財政⽀援の継続及び拡充 

・灘の酒、ケミカルシューズ、スイーツ、アパレルなどの地場産業における、需要喚
起・販路開拓、ブランド力強化・発信等の財政⽀援の継続、人材育成等の新たな
取組みに対する財政⽀援の拡充を行うこと 

  真珠産業の振興に対する財政⽀援の継続及び拡充 

・兵庫県真珠振興計画に定められた「流通の高度化」や「輸出の促進」、「需要増進」
等に向けた取組みに対する財政⽀援の継続及び拡充を行うこと 

 

８）商店街・小売市場の活性化への⽀援 

  商店街・小売市場への財政⽀援の拡充 

・安全・安心なまちづくりに寄与する、商店街・小売市場の共同施設建設や改修・ 
撤去にかかる財政⽀援の拡充を図ること 

 
９）里山・農村地域の活性化のための⽀援 

  集落ぐるみの鳥獣被害防止対策の推進 
・集落ぐるみで鳥獣被害防止に取り組むため、国の鳥獣被害防止総合対策交付金の

対象とならない受益⼾数３⼾未満の農地への野⽣動物侵⼊防止柵の設置に関する
補助制度を創設すること 
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